自主グループ講師派遣事業実施要領
（目的）
第１条  市民が自主的、継続的に行っている学習活動を支援し、生涯学習の推進を図るため、自主グループが実施する講座及び講演会（以下「講座等」という。）に講師を派遣することを目的とする。
（派遣対象）
第２条 市内にあって組織的、継続的に学習活動を行う６人以上で構成される自主グループとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の対象としない。
 (1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合
（2）営利目的で行う場合
(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公の選挙に関し特定の候補者を支持するために行う場合
(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援するために行う場合
（5）当該講座等のテーマについて市民の間で大きな意見の相違があり、市が当該講座等へ講師を派遣すると、行政の中立性を損ない、あるいは行政の中立性の立場について誤解を生ずるおそれがある場合
  (6) 公的機関及び団体により助成を受けている場合
  (7) 会員に３分の２以上の市内在住、在勤及び在学者がいない場合
(8) 当該自主グループの構成員を講師とする場合
  (9) 活動拠点が明らかでない場合
   (10) ３か月に１回以上の頻度で継続的に会の活動を行っていない場合
　 (11) その他、市長が不適当と認める場合
（派遣条件）
第３条  講師派遣実施事業は公開とし、｢広報みたか｣で一般の参加を募り、無料（教材費等は自己負担）で受講できるようにする。
（派遣回数及び経費）
第４条  講師派遣の基準は、次のとおりとする。
  (1) 講師派遣の回数は、１自主グループにつき、年１回とする。
  (2) 派遣にかかる講師謝礼金は、１自主グループにつき１回２時間当たり、24,000円（消費税込み）以内とする。
（派遣の応募）
第５条  講師派遣を希望する自主グループは、自主グループ講師派遣事業応募申込書（様式第１号）、自主グループの活動紹介書（様式第１号の２）、事業計画書（様式第１号の３）及び会員名簿（様式第１号の４）に必要な事項を記入のうえ、定められた期日までに市長に講師派遣の応募を行う。
（派遣決定）
第６条  市長は、講師派遣事業に応募した自主グループに対して、あらかじめ社会教育委員会議の意見を聞いたうえで、講師派遣の可否を決定し、自主グループ講師派遣決定通知書（様式第２号）を交付する。
２  応募のあった自主グループが多数の場合は、過去５年間で派遣回数の少ない自主グループを優先し、更に派遣回数が同数で派遣予定団体数を超えた場合は、抽選を行う。
　（派遣内容等の変更）
第７条　講師派遣の承諾の決定を受けた自主グループが、派遣決定された内容等について変更を希望する場合は、自主グループ講師派遣変更申込書（様式第３号。以下「変更申込書」という。）を定められた期日までに市長に提出する。
２　市長は、前項の変更申込書の提出を受けた場合は、社会教育委員会議の意見を聞いたうえで、講師派遣内容等の変更の可否を決定し、自主グループ講師派遣変更決定通知書（様式第４号。以下「変更決定通知書」という。）を、当該変更申込書を提出した自主グループに交付する。
３　市長は、第１項の変更申込書の提出を受けた場合において、変更内容が軽微であり、かつ、講師派遣内容等の変更について承諾の決定を行うものについては、前項に規定する社会教育委員会議からの意見の聴取を要しないものとする。
（派遣実施申込み）
第８条　講師派遣の承諾の決定を受けた自主グループ（前条第２項において講師派遣内容等の変更について不承諾の決定を受けた自主グループを除く。）及び講師派遣内容等の変更について承諾の決定を受けた自主グループは、定められた期日までに、自主グループ講師派遣実施申込書（様式第５号。以下「講師派遣実施申込書」という。）を市長に提出する。
２　前項の場合において、講師派遣内容等の変更について承諾の決定を受けた自主グループが、講師派遣内容等の変更の決定前に、既に前項の講師派遣実施申込書を市長に提出していた場合は、当該講師派遣実施申込書の記載内容を、変更決定通知書に沿った内容に修正して、定められた期日までに、市長に再提出するものとする。
（実績報告）
第９条  講師派遣を受けた自主グループは、事業終了後、速やかに自主グループ講師派遣実績報告書（様式第６号）を市長に提出する。
付則
この要領は、平成11年５月１日から施行する。
付則
この要領は、平成19年４月１日から施行する。
付則
この要領は、平成23年４月１日から施行する。
付則
この要領は、平成27年４月１日から施行する。
　　付則
　この要領は、平成29年４月１日から施行する。
　　附則
この要領は、平成30年４月１日から施行する。
附則
この要領は、平成31年２月26日から施行する。
附則
この要領は、令和７年３月３日から施行する。







